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千葉県企業局庁舎飲料用自動販売機設置事業者募集要項 

 

千葉県企業局では、千葉県企業局庁舎内に設置する飲料用自動販売機（以下「自販機」という。）

の設置事業者を募集しますので、募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の事項を御

承知の上、お申込みください。 

 

１ 公募施設 

（１）名 称    千葉県企業局庁舎 

（２）所在地    千葉市中央区中央四丁目１３番２３号 

（３）備 考    公募施設は新築物件であり、施設の本格的な利用は令和８年５月下旬からを

予定しています。このため、令和８年４月から５月中旬までは常駐する職員は

いない見込みであることを申し添えます。 

 

２ 公募物件 

  別紙１の一覧にて設置場所や大きさ、条件等を確認してください。 

 

３ 千葉県企業局へ納入する行政財産使用料及び納付金 

（１）設置事業者は、千葉県企業局（以下、「局」という。）が「千葉県企業局行政財産等使用許可

及び貸付規程（昭和 53 年企業局管理規程第９号）」で定める行政財産使用料（自販機１台につ

き年額 8,800 円）を納入するとともに、納付金提案書に記載された金額に消費税及び地方消費

税相当額（納付金提案書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する金額）を加算した納付金を

局へ納入していただきます。 

（２）千葉県企業局長（以下、「企業局長」という。）が発行する納入通知書で指定した期限までに

全額を納入していただきます。 

 

４ 使用許可期間 

（１）使用許可の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとします。 

ただし、企業局長が更新することが適当と判断する場合は、当初設定した公募条件を変更し

ないことを前提に令和９年４月１日から最長４年を限度に使用許可を更新することができます。 

なお、法令、条例及び規程の改正等に伴い変更が必要となる事項が生じたと企業局長が判断

する場合は、当初設定した公募条件（行政財産使用料を含む。）を変更することがあります。 

（２）使用許可を継続することが適当でないと認めるときは、許可を取り消すことがあります。 

 

５ 応募に必要な資格要件 

次の全ての要件を満たす、法人又は個人に限り応募することができます。 

（１）次の①から④までのいずれにも該当しない者であること。 

① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項第１号の規定に該当する 

 者 

② 破産者で復権を得ない者 

③ 応募の日から決定の日までの間に、物品等一般競争入札参加者及び指名競争入札参加者の



 ２

資格等に基づく入札参加資格の停止を受けている者 

④ 応募の日から決定の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加者指名停止等基準（昭

和 57 年 12 月１日制定）に基づく指名停止を受けている者 

（２） 次の①から⑥までのいずれにも該当しない者又は、次のいずれかに該当する者であっても、

その事実があった後３年を経過した者であること。 

① 千葉県との契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者 

② 千葉県が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な 

価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

③ 落札者が千葉県と契約を締結すること又は千葉県との契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

④ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の２第１項の規定により千葉県が実施する

監督又は検査に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

⑤ 正当な理由がなくて千葉県との契約を履行しなかった者 

⑥ 前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後３年を経過しない者を契約の履行

に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用した者 

（３）法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、許認可等の免許を有しているこ

と。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号から

第４号まで又は第６号の規定に該当しない者であること。 

（５）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）第５条第１

項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。 

（６）千葉県税、消費税及び地方消費税を完納していること。 

（７）千葉県内に本店又は支店・営業所があること。 

 

６ 設置条件 

（１）自販機本体 

① 販売品は、酒類及びその類似品を除いた清涼飲料水とし、缶やペットボトル等の密閉容器

であること。 

② デザインは、公序良俗に反しないものとし、著しく華美なもの等でないこと。 

③ 省エネタイプのノンフロン対応機種であること。 

④ タイマーによる電気調整等、閉庁日及び開庁日の勤務時間外については、自販機の照明を

消灯することができる機種であること。 

⑤ 上記「２ 公募物件（別紙１）」で定めたサイズ以内の機種であり、全てユニバーサルデザ

イン対応の機種であること。また、災害対応型の条件のある物件については、対応の機種で

あること。 

⑥ 全てキャッシュレス決済に対応したものであること。 

（２）転倒防止対策 

自販機は床面に固定し、転倒防止対策を施すこと。 

（３）空き容器回収ボックス 

自販機の設置場所ごとに、１個以上の空き容器分別回収ボックス（ペットボトルキャップ用
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も別途設置すること。）を設置し、設置事業者の責任において適切に管理し、回収・処分するこ

と。なお、回収ボックスに投入された容器等は、全て回収・処分すること。 

（４）災害対応型自販機 

災害対応型自販機の指定がある物件については、大規模災害時に、自販機の設置場所の一時

滞在施設の帰宅困難者に対して、内部の飲料を無償で提供できるものであること。 

 

７ 質問書の受付及び回答 

募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付けます。 

（１）受付期間  令和８年２月２日（月）から２月９日（月）まで（土曜日、日曜日及び国民の

祝日を除く。）の午前９時から午後５時までとします。 

（２）受付方法  質問書（別記様式第５号）に記入の上、ファクシミリ又は電子メールで提出し

てください（質問書が届いたか、電話で確認してください。）。 

千葉県企業局管理部財務課企画管財班 

TEL 043-211-8568  

         FAX 043-274-3236 E-Mail k-zaimu3@mz.pref.chiba.lg.jp 

（３）質問者への回答  令和８年２月１３日(金)に局のホームページに掲載します。 

 

８ 提出書類 

応募に当たっては、以下の書類（正本１部）を局に提出していただきます。なお、局が必要と

認める場合は、追加資料の提出を求めることがあります。 

（１）応募申込書（別記様式第１号） 

（２）納付金提案書（別記様式第２号） 

※ 設置予定事業者の決定に当たっては、納付金提案書に記載された金額に消費税及び地方

消費税相当額として当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。）をもって令和８年度分の納

付金とするので、応募者は、見積もった提案納付金額の 110 分の 100 に相当する金額を納

付金提案書に記載してください。 

なお、納付金提案書のみを無地封筒(長型３号)に入れ、糊付けをして裏面の上中下３ヶ

所に割印し、表面に、氏名（法人は、商号又は名称）、物件番号を記載してください。（複

数の申込は可能ですが、封筒は物件番号ごとに分けてください。） 

（３）販売品目一覧表（別記様式第３号） 

（４）誓約書（別記様式第４号） 

（５）設置する自販機のカタログ（寸法、消費電力等が確認できるもの） 

（６）定款、寄付行為、規約又はこれらに類する書類（法人のみ） 

（７）千葉県税（千葉県県税条例施行規則（平成 19 年規則第 37 号）第 40 号様式（その２）の未納

の税額がないことの証明）、消費税及び地方消費税（国税通則法施行規則（昭和 37 年大蔵省令

第 28 号）別紙第９号書式（その３）の未納の税額がないことの証明）の各納税証明書 

（８）印鑑証明書 

※ 納税証明書及び印鑑証明書は、提出日において発行日から３ヶ月以内の原本を提出して
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ください。また、（６）の書類については、応募者において、原本であることを証明して

ください。 

  原本証明の方法に関しては、別紙２を参照してください。 

９ 応募申込書の提出先及び提出期間 

（１）提 出 先  千葉県企業局管理部財務課企画管財班（企業局幕張庁舎２階） 

         〒262-8512 千葉市花見川区幕張町五丁目 417 番地 24 

（２）提出期間  令和８年２月２日(月)から令和８年２月２０日(金)まで 

土曜日、日曜日及び国民の祝日を除く開庁日の午前９時から午後５時まで 

※ 郵送の場合、簡易又は一般書留郵便により令和８年２月２０日(金)の午後

５時までに必着のこと。ファクシミリ及び電子メールでの提出は認めません。 

 

10 無効又は失格 

  以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがあります。 

（１）応募申込書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。 

（２）応募申込書に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

（３）応募申込書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。 

（４）応募申込書に虚偽の内容が記載されているもの。 

（５）その他、審査を行うに当たって不適当と認められるもの。 

 

11 応募に要する経費 

  応募に要する一切の経費等については、応募者の負担とします。 

 

12 決定方法 

提出された書類をもとに資格要件を満たすと認められた者が提出した納付金提案書の提案納付

金額が、上記「２ 公募物件（別紙１）」で定める最低納付金額以上で、最高金額の申込者を設置

予定事業者に決定します。 

最高金額となる提案納付金額での申し込みが２者以上ある場合は、当該応募者立会いのもと、

くじにより決定します（電話で、くじの実施日時を連絡します。）。 

  決定は、令和８年２月２４日（火）の予定です。 

 

13 決定事業者の公表 

  設置予定事業者を決定したときは、応募者に通知するとともに、局ホームページに事業者名及

び提案金額を掲載します。 

 

14 行政財産使用許可の手続き 

（１）設置予定事業者に決定された場合は、令和８年３月１０日（火）までに、企業局長あてに行

政財産使用許可申請書を提出してください。 

なお、使用許可の更新を認められた場合は、毎年度、手続きをしていただきます。 

（２）添付書類 
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① 設置する自販機のカタログ（寸法、消費電力等が確認できるもの） 

② その他必要書類 

（３）使用許可の手続きに要する一切の費用については、設置予定事業者の負担とします。 

 

15 契約の締結及び契約保証金 

設置予定事業者に決定され、かつ、行政財産使用許可の相手方として適当と認められる場合は、

設置事業者として局と自動販売機設置管理契約書（別記様式第６号）により契約を締結していた

だきますので、内容をよくご確認の上、応募してください。 

なお、行政財産使用許可の更新を認められた場合は、毎年度、契約手続きをしていただきます。 

また、本契約に伴う契約保証金として、納付金の 10％以上の金額を企業局長が発行する納入通

知書で指定した期限までに局へ納入していただきます。 

 

16 設置事業者の決定取消し 

設置予定事業者に決定した者が次のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消します。 

この場合、提案納付金額が高額な順に他の応募者を繰り上げて設置予定事業者として決定する

ことがあります。 

（１）正当な理由なくして、指定する期日までに行政財産使用許可手続きを行わなかったとき。 

（２）応募者としての資格を失ったとき。 

（３）その他本件使用許可の相手方として不適当と認められるとき。 

 

17 設置費用等 

（１）自販機の設置、撤去及び移転等（子メーターの設置、撤去及び移転を含む。）に要する一切の

費用については、設置事業者の負担で行っていただきます。 

（２）自販機設置に係る電気料金については設置事業者の負担とし、企業局長が発行する納入通知

書により、指定された期限までに納めていただきます。 

（３）電気料金については、設置する子メーターから、以下の算定方式により算定します。 

【電気料金】 

     使用許可     子メーターに直結する     当該子メーターの表示 

     財産の月額 ＝  親メーターにより計算  ×  する月間消費電力量  

     電気料金     される月額電気料金      当該親メーターの表示 

                             する月間消費電力量 

 

18 使用上の制限 

（１）許可用途以外に使用しないこと。 

（２）自販機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸しないこと。 

 

19 販売品の条件 

（１）販売品の種類 

多品種、多品目により構成するよう努めること。 
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（２）販売価格 

各品目の希望小売価格未満とし、設置事業者が設定すること。 

20 維持管理 

（１）販売品の補充、賞味期限、金銭管理など自販機の維持管理は、設置事業者の責任において適

切に行うこと。 

（２）衛生管理及び感染症対策については、関係法令等を遵守するとともに徹底を図り、関係機関

等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続き等を行うこと。 

（３）自販機の故障、苦情等については、設置事業者の責任において対応するものとし、自販機に

連絡先を明記すること。 

 

21 原状回復 

  設置事業者は、行政財産の使用許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、速やかに自己

の責任において原状に回復して、局に返還してください。ただし、局が必要ないと認めた場合は、

この限りではありません。 

 

22 参 考 

（１）令和８年度自動販売機設置予定場所 

階数 １階 ２階 ３階 ４階 ５階 ６階 ７階 ８階 ９階 

台数 ２台 ０台 ２台 ２台 ２台 ２台 ２台 

２台 

（公募

対象外） 

０台 

（２）自動販売機設置予定場所の位置図 

   別添のとおり 

（３）令和８年６月１日現在の庁舎階別職員数（見込み）  

階数 １階 ２階 ３階 ４階 ５階 ６階 ７階 ８階 ９階 

人数 ０人 ０人 ０人 108 人 116 人 106 人 86 人 132 人 ０人 

（４）企業局幕張庁舎における令和６年度の階別職員数、自動販売機設置台数及び売上本数 

階数 １階 ２階 ３階 ４階 

人数 130 人 121 人 65 人 37 人 

台数 ５台 １台 １台 ０台 

本数 24,107 本 5,537 本 6,977 本 ０本 

企業局庁舎は新規に自動販売機を設置する施設であるため、参考として企業局幕張庁舎（公

募時点における企業局庁舎４階から６階までの職員が執務している施設）の実績を記載してい

ます。 

 

 

問合せ先 

 千葉県企業局管理部財務課 

企画管財班 小菅 

 TEL 043-211-8568 FAX 043-274-3236 

 E-Mail k-zaimu3@mz.pref.chiba.lg.jp 



別紙１　公募物件一覧

物件
番号

設置
場所

台数
幅・奥行・高さ

(cm)
設置条件

最低納付金額
(年額税抜)

(円)

1階 1台 120×80×190 災害対応型

3階 1台 120×80×190

4階 1台 120×80×190

1階 1台 120×80×190 災害対応型

3階 1台 120×80×190

4階 1台 120×80×190

5階 1台 120×80×190

6階 1台 120×80×190

7階 1台 120×80×190

5階 1台 120×80×190

6階 1台 120×80×190

7階 1台 120×80×190

1

2

3

4

288,000

288,000

288,000

288,000
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